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○
総
務
省
令
第
六
十
二
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
七
条
の
三
の
二
及
び
第
十
七
条
の
十
四
並
び
に
消
防
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
二
号
及
び
第
三
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

総
務
大
臣

寺
田

稔

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

［
第
一
章
・
第
一
章
の
二

略
］

［
第
一
章
・
第
一
章
の
二

同
上
］

第
二
章

消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等

第
二
章

［
同
上
］

［
第
一
節

略
］

［
第
一
節

同
上
］

第
二
節

設
置
及
び
維
持
の
技
術
上
の
基
準

第
二
節

［
同
上
］

［
第
一
款
～
第
五
款

略
］

［
第
一
款
～
第
五
款

同
上
］

第
六
款

雑
則
（
第
三
十
一
条
の
八
―
第
三
十
三
条
の
二
）

第
六
款

雑
則
（
第
三
十
一
条
の
八
―
第
三
十
三
条
）

第
二
章
の
二

消
防
設
備
士
（
第
三
十
三
条
の
二
の
二
―
第
三
十
三
条
の
十
八
）

第
二
章
の
二

消
防
設
備
士
（
第
三
十
三
条
の
二
―
第
三
十
三
条
の
十
八
）

［
第
三
章
～
第
七
章

略
］

［
第
三
章
～
第
七
章

同
上
］

附
則

附
則

（
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
十
九
条

［
略
］

第
十
九
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

不
活
性
ガ
ス
消
火
剤
の
貯
蔵
容
器
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
貯
蔵
容
器
」
と
い
う
。
）
に
貯
蔵
す
る
消
火

４

［
同
上
］

剤
の
量
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

一

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

と
。

と
。

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

（イ）

（ハ）

（イ）

（ハ）

れ
た
量
以
上
の
量
と
す
る
こ
と
。

さ
れ
た
量
以
上
の
量
と
す
る
こ
と
。

通
信
機
器
室
又
は
指
定
可
燃
物
（
可
燃
性
固
体
類
及
び
可
燃
性
液
体
類
を
除
く
。
）
を
貯
蔵
し
、
若

通
信
機
器
室
又
は
指
定
可
燃
物
（
可
燃
性
固
体
類
及
び
可
燃
性
液
体
類
を
除
く
。
）
を
貯
蔵
し
、

（イ）

（イ）

し
く
は
取
り
扱
う
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
あ
っ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

若
し
く
は
取
り
扱
う
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対

又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
防
護
区
画
の
体
積
（
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
、
固
定
さ
れ
た
気
密

象
物
又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
防
護
区
画
の
体
積
（
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
、
固
定
さ
れ

構
造
体
が
存
す
る
場
合
に
は
、
当
該
構
造
体
の
体
積
を
減
じ
た
体
積
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
条
及
び

た
気
密
構
造
体
が
存
す
る
場
合
に
は
、
当
該
構
造
体
の
体
積
を
減
じ
た
体
積
。
以
下
こ
の
条
、
次
条

第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
量
の
割
合
で
計
算
し

及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
量
の
割
合
で

た
量

計
算
し
た
量

［
表
略
］

［
表
同
上
］

［

・

略
］

［

・

同
上
］

（ロ）

（ハ）

（ロ）

（ハ）

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

二

局
所
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

二

局
所
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

さ
れ
た
量
に
、
高
圧
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・
四
を
、
低
圧
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・
一
を
そ
れ
ぞ
れ

出
さ
れ
た
量
に
、
高
圧
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
一
・
四
を
、
低
圧
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
一
・
一
を
そ
れ

乗
じ
た
量
以
上
と
す
る
こ
と
。

ぞ
れ
乗
じ
た
量
以
上
と
す
る
こ
と
。

イ

可
燃
性
固
体
類
又
は
可
燃
性
液
体
類
を
上
面
を
開
放
し
た
容
器
に
貯
蔵
す
る
場
合
そ
の
他
火
災
の
と
き

イ

可
燃
性
固
体
類
又
は
可
燃
性
液
体
類
を
上
面
を
開
放
し
た
容
器
に
貯
蔵
す
る
場
合
そ
の
他
火
災
の
と

の
燃
焼
面
が
一
面
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
、
可
燃
物
が
飛
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
防
護

き
の
燃
焼
面
が
一
面
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
、
可
燃
物
が
飛
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

対
象
物
の
表
面
積
（
当
該
防
護
対
象
物
の
一
辺
の
長
さ
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

防
護
対
象
物
の
表
面
積
（
当
該
防
護
対
象
物
の
一
辺
の
長
さ
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ

当
該
辺
の
長
さ
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
し
た
面
積
。
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同

て
は
、
当
該
辺
の
長
さ
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
し
た
面
積
。
次
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
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じ
。
）
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
割
合
で
計
算
し
た
量

て
同
じ
。
）
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
割
合
で
計
算
し
た
量

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

５

全
域
放
出
方
式
又
は
局
所
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

５

［
同
上
］

の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

六
の
二

貯
蔵
容
器
に
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
安
全
装
置
（
容
器
弁
に
設
け
ら
れ
た
も

六
の
二

貯
蔵
容
器
に
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
安
全
装
置
（
容
器
弁
に
設
け
ら
れ
た
も

の
を
含
む
。
第
十
三
号
ニ
、
第
二
十
条
第
四
項
第
四
号
イ
及
び
第
六
号
の
二
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
第

の
を
含
む
。
第
十
三
号
ハ
、
次
条
第
四
項
第
四
号
イ
及
び
第
六
号
の
二
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
第
三
号

三
号
ハ
及
び
第
五
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

ハ
及
び
第
五
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

［
六
の
三

略
］

［
六
の
三

同
上
］

七

配
管
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

七

［
同
上
］

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

落
差
（
配
管
の
最
も
低
い
位
置
に
あ
る
部
分
か
ら
最
も
高
い
位
置
に
あ
る
部
分
ま
で
の
垂
直
距
離
を
い

ニ

落
差
（
配
管
の
最
も
低
い
位
置
に
あ
る
部
分
か
ら
最
も
高
い
位
置
に
あ
る
部
分
ま
で
の
垂
直
距
離
を

う
。
第
二
十
条
第
四
項
第
七
号
ホ
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
第
七
号
ト
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
五
十

い
う
。
次
条
第
四
項
第
七
号
ホ
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
第
七
号
ト
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
五
十

メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

［
八
～
十
二

略
］

［
八
～
十
二

同
上
］

十
三

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
三

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
（
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
起
動

［
新
設
］

用
ガ
ス
容
器
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ハ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

ニ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

十
四

起
動
装
置
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
四

［
同
上
］

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
っ
て
は
、
次
の

及
び

に
定
め
る
と
こ
ろ
に

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
つ
て
は
、
手
動
式
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
常

（イ）

（ロ）

よ
る
こ
と
。

時
人
の
い
な
い
防
火
対
象
物
そ
の
他
手
動
式
に
よ
る
こ
と
が
不
適
当
な
場
所
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
自
動
式
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

手
動
式
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
常
時
人
の
い
な
い
防
火
対
象
物
そ
の
他
手
動
式
に
よ
る
こ
と
が
不

［
新
設
］

（イ）
適
当
な
場
所
に
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
自
動
式
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
は
、
消
火
剤
の
放
射
を
停
止
す
る
旨
の
信
号
を
制
御
盤
へ
発
信
す
る
た
め

（ロ）
の
緊
急
停
止
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
十
五

略
］

［
十
五

同
上
］

十
六

自
動
式
の
起
動
装
置
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
六

［
同
上
］

イ

起
動
装
置
は
、
次
の

及
び

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

起
動
装
置
は
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
の
作
動
と
連
動
し
て
起
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（イ）

（ロ）

自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
の
作
動
と
連
動
し
て
起
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
新
設
］

（イ）

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
（
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
設
け
る

（ロ）
起
動
装
置
は
、
二
以
上
の
火
災
信
号
に
よ
り
起
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］
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十
七

音
響
警
報
装
置
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
七

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
設
け
る
音
響
警
報
装
置
は
、
音
声
に
よ
る
警
報
装
置
と
す

ハ

全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
設
け
る
音
響
警
報
装
置
は
、
音
声
に
よ
る
警
報
装
置
と
す
る
こ
と
。
た
だ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
常
時
人
の
い
な
い
防
火
対
象
物
（
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備

し
、
常
時
人
の
い
な
い
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
う
ち
、
自
動
式
の
起
動
装
置
を
設
け
た
も
の
を
設
置
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

［
ニ

略
］

［
ニ

同
上
］

［
十
八

略
］

［
十
八

同
上
］

十
九

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
安
の
た

十
九

全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
安
の
た
め
の
措
置
を
講
じ

め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

（イ）

（ホ）

（イ）

（ハ）

［

・

略
］

［

・

同
上
］

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

集
合
管
（
集
合
管
に
選
択
弁
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
貯
蔵
容
器
と
選
択
弁
の
間
に
限
る
。
）

［
新
設
］

（ハ）
又
は
操
作
管
（
起
動
用
ガ
ス
容
器
と
貯
蔵
容
器
の
間
に
限
る
。
）
に
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
閉
止
弁
を
設
け
る
こ
と
。

［
略
］

［
同
上
］

（ニ）

（ハ）

二
酸
化
炭
素
を
貯
蔵
す
る
貯
蔵
容
器
を
設
け
る
場
所
及
び
防
護
区
画
の
出
入
口
等
の
見
や
す
い
箇
所

［
新
設
］

（ホ）
に
、
次
の

及
び

に
定
め
る
事
項
並
び
に
日
本
産
業
規
格

八
三
一
二
（
二
〇
二
一
）
の
図

（
一

（１）

（２）

A

A.1

辺
の
長
さ
が
○
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
表
示
し
た
標
識
を
設
け
る
こ
と
。

二
酸
化
炭
素
が
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

（１）

消
火
剤
が
放
射
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
場
所
に
立
ち
入
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
消
火

（２）
剤
が
排
出
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

窒
素
、
Ｉ
Ｇ
―
五
五
又
は
Ｉ
Ｇ
―
五
四
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
イ

の
規
定
の
例
に
よ
る

ロ

窒
素
、
Ｉ
Ｇ
―
五
五
又
は
Ｉ
Ｇ
―
五
四
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
イ

の
規
定
の
例
に
よ
る

（ニ）

（ハ）

こ
と
。

こ
と
。

［
十
九
の
二
・
十
九
の
三

略
］

［
十
九
の
二
・
十
九
の
三

同
上
］

二
十

非
常
電
源
は
、
自
家
発
電
設
備
、
蓄
電
池
設
備
又
は
燃
料
電
池
設
備
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
容
量
を

二
十

非
常
電
源
は
、
自
家
発
電
設
備
、
蓄
電
池
設
備
又
は
燃
料
電
池
設
備
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
容
量
を

当
該
設
備
を
有
効
に
一
時
間
作
動
で
き
る
容
量
以
上
と
す
る
ほ
か
、
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ロ
か
ら
ホ
ま

当
該
設
備
を
有
効
に
一
時
間
作
動
で
き
る
容
量
以
上
と
す
る
ほ
か
、
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ロ
、
ハ
、
ニ

で
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

及
び
ホ
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

二
十
一

操
作
回
路
、
音
響
警
報
装
置
回
路
及
び
表
示
灯
回
路
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
操

二
十
一

操
作
回
路
、
音
響
警
報
装
置
回
路
及
び
表
示
灯
回
路
（
次
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
操
作
回

作
回
路
等
」
と
い
う
。
）
の
配
線
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

路
等
」
と
い
う
。
）
の
配
線
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

［
二
十
二
～
二
十
四

略
］

［
二
十
二
～
二
十
四

同
上
］

［
６

略
］

［
６

同
上
］

第
十
九
条
の
二

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
（
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
維

［
新
設
］

持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

閉
止
弁
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
維
持
す
る
こ
と
。

イ

工
事
、
整
備
、
点
検
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
防
護
区
画
内
に
人
が
立
ち
入
る
場
合
は
、
閉
止
さ

れ
た
状
態
で
あ
る
こ
と
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
は
、
開
放
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
こ
と
。
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二

自
動
手
動
切
替
え
装
置
は
、
工
事
、
整
備
、
点
検
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
防
護
区
画
内
に
人
が
立

ち
入
る
場
合
は
、
手
動
状
態
に
維
持
す
る
こ
と
。

三

消
火
剤
が
放
射
さ
れ
た
場
合
は
、
防
護
区
画
内
の
消
火
剤
が
排
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
当
該
防
護
区
画
内

に
人
が
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
維
持
す
る
こ
と
。

四

制
御
盤
の
付
近
に
設
備
の
構
造
並
び
に
工
事
、
整
備
及
び
点
検
時
に
お
い
て
と
る
べ
き
措
置
の
具
体
的
内

容
及
び
手
順
を
定
め
た
図
書
を
備
え
て
お
く
こ
と
。

（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
条

全
域
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
噴
射
ヘ
ッ
ド
は
、
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定

第
二
十
条

全
域
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
噴
射
ヘ
ッ
ド
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
例

の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

２

局
所
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
噴
射
ヘ
ッ
ド
は
、
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並

２

局
所
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
噴
射
ヘ
ッ
ド
は
、
前
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に

び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

４

全
域
放
出
方
式
又
は
局
所
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基

４

全
域
放
出
方
式
又
は
局
所
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基

準
の
細
目
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
三
号
及
び
第
十
八
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

準
の
細
目
は
、
前
条
第
五
項
第
三
号
及
び
第
十
八
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
二
の
三

略
］

［
一
～
二
の
三

同
上
］

二
の
四

全
域
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
を
設
置
し
た
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
開
口
部

二
の
四

［
同
上
］

は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

ハ
ロ
ン
二
四
〇
二
、
ハ
ロ
ン
一
二
一
一
又
は
ハ
ロ
ン
一
三
〇
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
十

イ

ハ
ロ
ン
二
四
〇
二
、
ハ
ロ
ン
一
二
一
一
又
は
ハ
ロ
ン
一
三
〇
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前

九
条
第
五
項
第
四
号
イ

及
び

の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

条
第
五
項
第
四
号
イ

及
び

の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（ロ）

（ハ）

（ロ）

（ハ）

ロ

Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
又
は
Ｆ
Ｋ
―
五
―
一
―
一
二
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て

ロ

Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
又
は
Ｆ
Ｋ
―
五
―
一
―
一
二
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
四
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

は
、
前
条
第
五
項
第
四
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

［
三

略
］

［
三

同
上
］

四

貯
蔵
容
器
等
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

四

貯
蔵
容
器
等
は
、
前
条
第
五
項
第
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と

と
こ
ろ
に
よ
る
。

こ
ろ
に
よ
る
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
五
～
九

略
］

［
五
～
九

同
上
］

十

選
択
弁
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
消
防
庁
長
官
が
定

十

選
択
弁
は
、
前
条
第
五
項
第
十
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
消
防
庁
長
官
が
定
め

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
十
一

略
］

［
十
一

同
上
］

十
二

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
三
号
（
同
号
イ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け

十
二

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
前
条
第
五
項
第
十
三
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
二
の
二

起
動
装
置
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
二
の
二

［
同
上
］

イ

ハ
ロ
ン
二
四
〇
二
、
ハ
ロ
ン
一
二
一
一
又
は
ハ
ロ
ン
一
三
〇
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
十

イ

ハ
ロ
ン
二
四
〇
二
、
ハ
ロ
ン
一
二
一
一
又
は
ハ
ロ
ン
一
三
〇
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前

九
条
第
五
項
第
十
四
号
イ

、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
（
同
号
イ

及
び
ハ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例

条
第
五
項
第
十
四
号
イ
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
（
同
号
ハ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け

（イ）

（ロ）

に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

る
こ
と
。
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ロ

Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
又
は
Ｆ
Ｋ
―
五
―
一
―
一
二
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て

ロ

Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
又
は
Ｆ
Ｋ
―
五
―
一
―
一
二
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
四
号
ロ
及
び
第
十
六
号
（
同
号
イ

を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け

は
、
前
条
第
五
項
第
十
四
号
ロ
及
び
第
十
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

（ロ）

る
こ
と
。

十
三

音
響
警
報
装
置
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
七
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ハ
ロ

十
三

音
響
警
報
装
置
は
、
前
条
第
五
項
第
十
七
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ハ
ロ
ン

ン
一
三
〇
一
を
放
射
す
る
全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
音
声
に
よ
る
警
報
装
置
と
し
な
い
こ
と
が

一
三
〇
一
を
放
射
す
る
全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
音
声
に
よ
る
警
報
装
置
と
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

［
十
四
・
十
四
の
二

略
］

［
十
四
・
十
四
の
二

同
上
］

十
五

非
常
電
源
及
び
操
作
回
路
等
の
配
線
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
の
規
定
の
例

十
五

非
常
電
源
及
び
操
作
回
路
等
の
配
線
は
、
前
条
第
五
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
の
規
定
の
例
に

に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

よ
り
設
け
る
こ
と
。

［
十
六
～
十
八

略
］

［
十
六
～
十
八

同
上
］

５

移
動
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
第
十
九
条
第

５

移
動
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
前
条
第
五
項

五
項
第
六
号
ロ
及
び
ハ
、
同
条
第
六
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
三
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
及
び

第
六
号
ロ
及
び
ハ
、
同
条
第
六
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
三
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
及
び
Ｈ
Ｆ

Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
第
五
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ

Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
第
五
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
に

ａ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
、
第
七
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
及
び
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
、
第
七
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
及
び
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
に

ａ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
号
及
び
第
十
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
号
及
び
第
十
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
粉
末
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
粉
末
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
一
条

［
略
］

第
二
十
一
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

全
域
放
出
方
式
又
は
局
所
放
出
方
式
の
粉
末
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目

４

［
同
上
］

は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
三
号
並
び
に
第
四
号
イ

及
び

の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す

（ロ）

（ハ）

る
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
六
号
並
び
に
第
十
三
号
ロ
及
び
ニ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ

十
三

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
六
号
並
び
に
第
十
三
号
イ
及
び
ハ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ

か
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

か
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

十
四

起
動
装
置
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
四
号
イ

、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
（
同
号
イ

及
び
ハ
を

十
四

起
動
装
置
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
四
号
イ
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
（
同
号
ハ
を
除
く
。
）

（イ）

（ロ）

除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

［
十
五

略
］

［
十
五

同
上
］

十
六

全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
九
号
イ

、

及
び

に
規
定
す
る
保
安
の
た

十
六

全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
九
号
イ
に
規
定
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
を

（イ）

（ロ）

（ニ）

め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

講
じ
る
こ
と
。

［
十
七
～
二
十

略
］

［
十
七
～
二
十

同
上
］

［
５

略
］

［
５

同
上
］

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
届
出
及
び
検
査
）

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
届
出
及
び
検
査
）

第
三
十
一
条
の
三

法
第
十
七
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
防
火
対
象
物
の
関
係
者

第
三
十
一
条
の
三

法
第
十
七
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
防
火
対
象
物
の
関
係
者

は
、
当
該
防
火
対
象
物
に
お
け
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
設
置
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た

は
、
当
該
防
火
対
象
物
に
お
け
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
設
置
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
四
日
以
内
に
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
別
記
様
式
第
一

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
四
日
以
内
に
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
別
記
様
式
第
一

号
の
二
の
三
の
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
届
け

号
の
二
の
三
の
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
防
用
設
備
等

当
該
設
置
に
係
る
消
防
用
設
備
等
に
関
す
る
図
書
で
次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
消
防
用
設

一

当
該
設
置
に
係
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
関
す
る
図
書

備
等
試
験
結
果
報
告
書

イ

平
面
図

ロ

配
管
及
び
配
線
の
系
統
図

二

特
殊
消
防
用
設
備
等

当
該
設
置
に
係
る
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
関
す
る
図
書
で
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

二

当
該
設
置
に
係
る
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書

る
も
の
、
法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
備
等
設
置
維
持
計
画
（
以
下
「
設
備
等
設
置
維
持
計
画
」
と

い
う
。
）
並
び
に
特
殊
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書

２

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
防
火
対
象
物

２

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
防
火
対
象
物

に
設
置
さ
れ
た
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
が
法
第
十
七
条
第
一
項
の
政
令
若
し
く
は
こ
れ
に
基

に
設
置
さ
れ
た
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
が
法
第
十
七
条
第
一
項
の
政
令
若
し
く
は
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
一
条
の

づ
く
命
令
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
一
条
の

四
並
び
に
第
三
十
一
条
の
五
第
二
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三
項
に
お
い
て
「
設
備
等
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）

四
並
び
に
第
三
十
一
条
の
五
第
二
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三
項
に
お
い
て
「
設
備
等
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）

又
は
設
備
等
設
置
維
持
計
画
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
備
等
設
置
維
持
計
画
（
以
下
「
設
備
等
設
置
維
持
計
画
」
と
い

う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

５

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
の
様
式
は
、
消
防
用
設
備
等
ご
と
に
消
防

５

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
の
様
式
は
、
消
防
用
設
備
等
ご
と
に
消
防

庁
長
官
が
定
め
る
。

庁
長
官
が
定
め
る
。

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
報
告
）

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
報
告
）

第
三
十
一
条
の
六

［
略
］

第
三
十
一
条
の
六

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

法
第
十
七
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

７

法
第
十
七
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
で
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す

該
当
す
る
者
で
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
講
習
で
あ
っ
て
、
消
防
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
法
人
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
一
条
の

る
こ
と
が
で
き
る
講
習
で
あ
っ
て
、
消
防
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
法
人
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

七
に
お
い
て
「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
行
う
も
の
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行

「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
行
う
も
の
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す
る
消
防
用

す
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証

設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

す
る
書
類
（
次
項
及
び
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
「
免
状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
免
状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
次
項
及
び
次
条
第
二

（
次
項
及
び
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
「
消
防
設
備
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

項
に
お
い
て
「
消
防
設
備
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

［
８

略
］

［
８

同
上
］

（
消
防
設
備
士
等
に
よ
る
点
検
が
特
に
必
要
で
あ
る
防
火
対
象
物
）

第
三
十
一
条
の
六
の
二

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
全
域
放
出
方

［
新
設
］

式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
（
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す

る
。

（
登
録
講
習
機
関
）

（
登
録
講
習
機
関
）

第
三
十
一
条
の
七

第
三
十
一
条
の
六
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
庁
長
官
の
登
録
は
、
同
項
の
講
習
を
行
お
う

第
三
十
一
条
の
七

前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
庁
長
官
の
登
録
は
、
同
項
の
講
習
を
行
お
う
と
す
る
法
人

と
す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

の
申
請
に
よ
り
行
う
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
適
用
が
除
外
さ
れ
な
い
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
）
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第
三
十
三
条
の
二

令
第
三
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
剤
は
、
二
酸
化

［
新
設
］

炭
素
と
す
る
。

２

令
第
三
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
で

あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
九
号
イ

及
び

並
び
に
第
十
九
条
の
二
の
規

（ハ）

（ホ）

定
と
す
る
。

（
消
防
設
備
士
で
な
く
て
も
行
え
る
消
防
用
設
備
等
の
整
備
の
範
囲
）

（
消
防
設
備
士
で
な
く
て
も
行
え
る
消
防
用
設
備
等
の
整
備
の
範
囲
）

第
三
十
三
条
の
二
の
二

［
略
］

第
三
十
三
条
の
二

［
同
上
］

（
工
事
整
備
対
象
設
備
等
着
工
届
）

（
工
事
整
備
対
象
設
備
等
着
工
届
）

第
三
十
三
条
の
十
八

法
第
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
七
の
工
事
整
備
対
象

第
三
十
三
条
の
十
八

［
同
上
］

設
備
等
着
工
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
の
写
し
を
添
付
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
防
用
設
備
等

当
該
消
防
用
設
備
等
の
工
事
の
設
計
に
関
す
る
図
書
で
次
に
掲
げ
る
も
の

一

消
防
用
設
備
等

当
該
消
防
用
設
備
等
の
工
事
の
設
計
に
関
す
る
図
書

イ

平
面
図

［
新
設
］

ロ

配
管
及
び
配
線
の
系
統
図

ハ

計
算
書

二

特
殊
消
防
用
設
備
等

当
該
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
工
事
の
設
計
に
関
す
る
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

二

特
殊
消
防
用
設
備
等

当
該
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
工
事
の
設
計
に
関
す
る
図
書
、
設
備
等
設
置
維
持
計

る
図
書
、
設
備
等
設
置
維
持
計
画
、
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
評
価
結
果
を
記
載
し
た
書
面
及
び
法
第
十

画
、
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
評
価
結
果
を
記
載
し
た
書
面
及
び
法
第
十
七
条
の
二
の
二
第
二
項
の
認
定

七
条
の
二
の
二
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移

転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に

係
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
消
防
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
第
十
九
条
第
五
項
第
十
三
号
イ
、
第
十
四
号
イ

、
第
十
六
号
イ

及
び
第
十
七
号
ハ
の
規
定
に
か
か
わ

（ロ）

（ロ）

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。

一

工
事
の
着
手
が
新
規
則
の
規
定
の
施
行
又
は
適
用
の
後
で
あ
る
消
防
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
二
で
定
め
る
増

築
若
し
く
は
改
築
又
は
同
令
第
三
十
四
条
の
三
で
定
め
る
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
に
係
る
防
火
対
象

物
に
お
け
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備

二

新
規
則
第
十
九
条
第
五
項
第
十
三
号
イ
、
第
十
四
号
イ

、
第
十
六
号
イ

又
は
第
十
七
号
ハ
の
規
定
に
適
合

（ロ）

（ロ）

す
る
に
至
っ
た
防
火
対
象
物
に
お
け
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
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３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、

修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
係
る

技
術
上
の
基
準
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
九
条
第
五
項
第
十
九
号
イ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
六

（ハ）

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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